
※【許可申請の受付期間】

　申請書等の提出 ※毎月25日まで

《面接調査》

　　審査報告

〔農業委員会総会〕

　許可指令書交付 　翌月

≪標準処理期間≫

＜ご案内＞

申請から許可指令書交付までの流れ

　申請者に対して面接調査を行い，申請の目的等本人の意
思を確認します。

　調査会から現地調査及び面接調査の結果を報告し，申請
の内容が許可基準に適合する判断を説明し審議していま

　総会で許可若しくは不許可の決定をし，指令書を申請者の
双方に交付します。

　平成２４年４月１日に改正農地法が施行されたことに伴い，農地等の権利移動の許可等
（農地法第３条）の事務については，すべて市町村へ権限移譲されました。

３０日農業委員会の標準処理期間

　柏市農業委員会は農地法第３条許可の事務処理につい
て申請書受付から許可までの標準処理期間を次のとおり定
めています。（なお，受付期間は毎月２１日～２５日で想定し
ております。）

※なお，12月の締切日については，農業委員会事務局まで
問い合わせ下さい。

農地の売買，贈与，貸借等（権利の設定・移転）の許可（農地法第３条）

【農業委員会許可の申請】

（毎月10日前後）

（申請者の都合により変更等を行う場合の修正
等に要する期間は含みません。）

　申請の受付締切日は，毎月25日です。25日が土曜日・
祝日の場合は24日，25日が日曜日の場合は23日が締切
日となります。（郵送での受付はできません。）

申　請　者

　農地を耕作目的て売買，贈与，貸借等（権利の設定・移転）をする場合には，農地法第３条許
可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。これらの許可を受けない売買，贈
与，貸借等は効力が生じません。
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